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幼稚園、保育所、認定こども園等の無償化について

○ 子育て世帯を応援し、社会保障を全世代型へ抜本的に変えるため、幼児教育の無償化を一気に加速する。
幼児教育の無償化は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や、幼児教育の負担軽減を図る
少子化対策の観点などから取り組むもの。

○ 「新しい経済政策パッケージ」（2017年12月８日閣議決定）、「経済財政運営と改革の基本方針2018」
（2018年６月15日閣議決定）において、以下の方針が示され、消費税率引上げ時の2019年10月１日から
の実施を目指すこととされている。

○ 具体的な手続き等については、現在検討が行われているところ。

幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する子供たち
【対象者・利用料】
○ 幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する３歳から５歳の全ての子供たちの利用料を無償化。

＊ 子ども・子育て支援新制度の対象とならない幼稚園の利用料については、同制度における利用者負担額を上限として無償化（上限月額
2.57万円）。
＊ 実費として徴収されている費用（通園送迎費、食材料費、行事費など）は、無償化の対象外。
＊ 幼稚園（４時間程度）については満３歳（３歳になった日）から、保育所については３歳児クラス（３歳になった後の最初の４月以降）から無
償化。その他の施設等については、上記取扱いも踏まえて、検討が行われているところ。

○ ０歳から２歳児の子供たちの利用料については、住民税非課税世帯を対象として無償化。

【対象施設・サービス】
○ 幼稚園、保育所、認定こども園に加え、地域型保育（小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所
内保育）、企業主導型保育事業（標準的な利用料）も同様に無償化の対象。

※ 最優先の課題である待機児童解消の実現に向けては、女性就業率80％に対応できる「子育て安心プラン」を前倒しし、2020年度末
までに32万人分の受け皿整備を進める。
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幼稚園の預かり保育を利用する子供たち
【対象者・利用料】
○ 幼稚園の預かり保育を利用する子供たちについては、新たに保育の必要性があると認定を受けた場合には、幼
稚園保育料の無償化（上限月額2.57万円）に加え、利用実態に応じて、認可保育所における保育料の全国平均額
（月額3.7万円）と幼稚園保育料の無償化の上限額との差額である最大月1.13万円までの範囲で預かり保育の利
用料を無償化。
※ 認定こども園における子ども・子育て支援新制度の１号認定の子供たちが利用する預かり保育も含む。

認可外保育施設等を利用する子供たち
【対象者・利用料】
○ 認可外保育施設等を利用する子供たちについても、保育の必要性があると認定された３歳から５歳の子供たち
を対象として、認可保育所における保育料の全国平均額（月額3.7万円）までの利用料を無償化。
○ ０歳から２歳児の子供たちについては、住民税非課税世帯の子供たちを対象として、月額4.2万円までの利用料
を無償化。

【対象施設・サービス】
○ 認可外保育施設等とは、一般的な認可外保育施設、地方自治体独自の認証保育施設、ベビーホテル、ベビー
シッター、認可外の事業所内保育等を指す。このほか、子ども・子育て支援法に基づく一時預かり事業、病児保
育事業及びファミリー・サポート・センター事業が対象。
○ 無償化の対象となる認可外保育施設等は、都道府県等に届出を行い、国が定める認可外保育施設の指導監督基
準を満たすことが必要。ただし、経過措置として、指導監督基準を満たしていない場合でも無償化の対象とする
５年間の猶予期間を設ける。

いわゆる「障害児通園施設」を利用する子供たち
【対象者・利用料】
○ 就学前の障害児の発達支援（いわゆる障害児通園施設）を利用する子供たちについて、利用料を無償化。
＊ ３歳から５歳が対象（なお、０歳から２歳児の住民税非課税世帯については、既に無償となっている）。

○ 幼稚園、保育所、認定こども園といわゆる障害児通園施設の両方を利用する場合は、両方とも無償化の対象。 5



幼児教育の無償化の具体的なイメージ（例）

３歳～５歳
保育の必要性の認定
事由に該当する子供

３歳～５歳
上記以外

・共働き家庭

・シングルで働いている家庭

など

・専業主婦（夫）家庭 など

幼稚園、保育所、認定こども園、
障害児通園施設

無償
（幼稚園は月２．５７万円まで）

利用 幼稚園の預かり保育

利用

利用
（複数利用）

複数利用
幼稚園、保育所、
認定こども園

障害児通園施設

認可外保育施設、ベビーシッターなど
（一般的にいう認可外保育施設、自治体の認証保育施設など）

ともに無償
（幼稚園は月２．５７万円まで）

利用
幼稚園、認定こども園、
障害児通園施設

複数利用 幼稚園、認定こども園 障害児通園施設
ともに無償

（幼稚園は月２．５７万円まで）

無償
（幼稚園は月２．５７万円まで）

（注１）幼稚園の預かり保育や認可外保育施設を利用している場合、無償化の対象となるため
には、保育の必要性の認定事由に該当することが必要となる。

住民税非課税世帯については、０歳～２歳児についても上記と同様の考え方により無償化の対象となる。この場合、月４．２万円まで無償。

（注２） 上記のうち認可外保育施設及びベビーシッターについては、認可外保育施設の届出をし、指導監督の基準を満たすものに限る（ただし、５年間の経過措置として、

指導監督の基準を満たしていない場合でも無償化の対象とする猶予期間を設ける）。

（※）

（※） 地域型保育も対象。また、企業主導型保育事業（標準的な利用料）も対象。

月3.7万円まで無償

幼稚園保育料の無償化
（月2.57万円まで）に加え、月1.13万円
（月3.7万円との差額）まで無償
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2. 保護者の自己負担の仕組み（現状）

（１）保護者の自己負担の方法
①保育料 保護者が施設（保育所は市町村）に支払う（子ども・子育て支援法）。
②実費徴収 保護者が施設に実コストに応じて支払う（運営基準）。

• 日用品・文房具等、行事参加費用、食事提供費用、通園送迎費用、
その他通常必要とされる便宜に係る費用

• 事前の明示、同意

（２）低所得者等の負担減免（地方単独事業による軽減を除く。）
①保育料 生活保護世帯等を減免、世帯所得に応じた金額設定（子ども・子育て支援法施行令）。
②実費徴収 生活保護世帯等に市町村が助成（子ども・子育て支援法に基づく補足給付事業）。

保育料

実費徴収

公費

保
護
者
負
担

公
定
価
格

1. 「幼稚園、保育所、認定こども園以外の無償化措置の対象範囲等に関する検討会報告書」（平成
30年5月）（抜粋）

保護者から実費として徴収している通園送迎費、食材料費、行事費などの経費については、無償化の対象
から除くことを原則とすべきである。なお、そもそも認可施設における食材料費の取扱いが保育の必要性の
認定種別間で異なっている現状があり、上記原則を踏まえた対応について早急に検討すべきである。

検討事項
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（３）支給認定区分による食材料費の負担方法の違い（地方単独事業による軽減を除く。）
給食費のうち食材料費は、生活保護世帯等を除き、保護者の自己負担が原則。新制度の認可施設・事業所では、
1号～3号認定の支給認定区分により負担方法が異なっている。

ア 一般世帯の場合 主食・副食ともに保護者の自己負担。

※１ 2・3号認定については、昭和24年の保育所給食制度の開始当初から、措置費に給食費を追加し、その措置費を負担能力のある者から徴収していた。
※２ 1～3号認定のいずれについても、人件費は公費負担。
※３ 食材料費に係る月額保育料の内訳は、主食費3,000円、副食費4,500円。

イ 生活保護世帯等の場合 ３歳以上の主食を除き公費負担。

保育料

実費徴収
実費徴収 保育料

1号認定 2号認定 3号認定

副食費

主食費
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公費
(補足給付事業)

実費徴収

公費
(給付費・委託費)

実費徴収

公費
(給付費・委託費)

1号認定 2号認定 3号認定

副食費

主食費

減免(償還払い) 減免(現物給付)
減免(現物給付)
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（参考１）関係条文
l 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準（平成二十六年内閣府令第三十九号）
（利用者負担額等の受領）
第十三条

４ 特定教育・保育施設は、前三項の支払を受ける額のほか、特定教育・保育において提供される便宜に要する費用のうち、次
の各号に掲げる費用の額の支払を支給認定保護者から受けることができる。

一 日用品、文房具その他の特定教育・保育に必要な物品の購入に要する費用
二 特定教育・保育等に係る行事への参加に要する費用
三 食事の提供に要する費用（法第十九条第一項第三号に掲げる小学校就学前子どもに対する食事の提供に要する費用を除き、
同項第二号に掲げる小学校就学前子どもについては主食の提供に係る費用に限る。）
四 特定教育・保育施設に通う際に提供される便宜に要する費用
五 前四号に掲げるもののほか、特定教育・保育において提供される便宜に要する費用のうち、特定教育・保育施設の利用にお
いて通常必要とされるものに係る費用であって、支給認定保護者に負担させることが適当と認められるもの

６ 特定教育・保育施設は、第三項及び第四項の金銭の支払を求める際は、あらかじめ、当該金銭の使途及び額並びに支給認定
保護者に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、支給認定保護者に対して説明を行い、文書によ
る同意を得なければならない。ただし、第四項の規定による金銭の支払に係る同意については、文書によることを要しない。



（参考２）新制度創設時における食材料費に関する主な意見（平成25～26年度子ども・子育て会議）
• 少なくとも３歳以上は、幼保間における公平性が重要であり、発想は同じ視点に立つべき。
• 現行の認定こども園では、幼稚園児は給食費を頂戴し、保育園児は頂戴していない実態があり、新制度の認定こども園でこのま
ま続けることには疑問。

• 新制度の下で同じ施設で同じ給食を受ける子どもの給食費は、統一的な取り扱いが必要。

• 保育所の3歳以上児の主食は、戦後から家庭持参だが、社会の変化に対応し、主食も公定価格に含めることが適当。
• 保育所の給食費を公定価格に入れざるを得ないならば、幼稚園も同様にすべき。

• 食事提供の責任は保護者、家庭にまずあるので、主食も副食も実費徴収と整理し直すべき。

• 給食費としてどれだけかかっているか見える化し、利用者に伝えていけばよい。

• 特に低所得世帯が負担増にならないようにすべき。
• 補足給付の対象は、生活保護世帯だけでなく、より幅広く拡大を考えるべき。
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